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 2016年12月27日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」等を公表しました。 

 本改正は、企業会計基準委員会（以下、ASBJ）による実務対応報告第33号「リスク

分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」等の公表を踏まえ、財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行うもの

です。 

 本改正は、2017年1月1日から施行・適用されます。 

 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161227-2.html 

------------------------------------------------------------------------- 

１．改正対象 
 

本改正の対象は以下のとおりです。 

 

 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（財務諸表等規則） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項

について（財務諸表等規則ガイドライン） 

 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（連結財務諸表規則） 

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項

について（連結財務諸表規則ガイドライン） 

 

 

２．主な改正内容 
 

本改正は、2016 年 12 月 16 日に ASBJ において、実務対応報告第 33 号「リスク分担型

企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（以下「実務対応報告第 33 号」）、改正

企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」 および改正企業会計基準適用指針

第 1 号「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」が公表されたことを受け、財務諸表等

規則等について所要の改正を行うものです。 

 

具体的には、財務諸表等規則および連結財務諸表規則において、確定拠出制度に基づく

退職給付に関する注記項目として「その他の事項」が新設されています。  
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実務対応報告第 33 号では、確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金について、

翌事業年度以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額および当該リスク対応

掛金相当額の拠出に関する残存年数の注記が求められます。当該情報を開示する項目と

して、財務諸表等規則および連結財務諸表規則においても「その他の事項」が新設される

ものです。 

 

その他にも、実務対応報告第 33 号で要求される開示に対応し、財務諸表等規則および

連結財務諸表規則の確定拠出制度に係る注記項目のそれぞれについて、同ガイドライン

では以下の内容が留意事項として定められています。 

 

財務諸表等規則および 

連結財務諸表規則の注記項目 
同ガイドラインで定められる留意事項の内容 

① 確定拠出制度の概要 確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金

に関する説明を含む。 

② 確定拠出制度に係る退職給付

費用の額 

上記のリスク分担型企業年金に係る退職給付費用

の額を含む。 

③ その他の事項 （新設） 翌事業年度以降に拠出することが要求されるリスク

対応掛金相当額および当該リスク対応掛金相当額

の拠出に関する残存年数を記載する。 

 

 

３．適用日 
 

本改正の施行・適用は、2017 年 1 月 1 日からであり、これは ASBJ が公表した実務対応報告

第 33 号等の適用開始日と同日です。 

 

 

 

 

 
（参考） 

「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 33 号）等の公表（ASBJ） 

（日本基準トピックス 316 号） 

http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/research-insights/accounting/japan-topics/2016/risk-db161220.html 

 

 

 

 

 

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、

起こされなかったことによって発生した結果について、PwC あらた有限責任監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって

認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  
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